
小型船舶操縦免許証　講習申込書
（　更新　・　失効　）講  習

岡本海事事務所
海事代理士　岡本  将和

★裏面の注意事項参照の上、講習の受講の申し込み及び同法関係法令に基づく申請を委任致します。
フリガナ

（＊ 特段の事情で返却を希望される場合はいいえをお選びください）

＊ 希望がなければ特定記録郵便で送らせて頂きます

（ 自宅 ・ 携帯 ）

名　前

令和　　 年　　 月　　 日（　　曜日）　　　　　  時　　　　分～

□ 有り　　　　　　□ 無し

□ 特定記録郵便を希望　（受け取り時にサインが不要）

□ 簡易書留郵便を希望　（受け取り時にサインが必要）

□ 船舶免許証の住所に郵送　 郵便番号 〒　　　－

□ 下記の住所に郵送　＊マンション名・部屋番号まで細かくご記入ください

〒

□ はい　　　　　　□ いいえ

□ 郵送希望　　　　□ 事務所まで取りに来る

開催地
受講希望日
及び開催地

名前・住所
本籍地の変更

免許証は当日回収
させて頂きます

新免許証の
お渡し方法

郵送方法

郵送を希望
する住所

連絡先

必要書類チェックリスト

□　講習申込書
□　小型船舶操縦免許証コピー　１枚
□　証明写真　２枚
　　　パスポートサイズ　 縦 4.5cm × 横 3.5cm
　　　　　　　　　　 　 ・  申請者本人が撮影されたもの
　　　　　　　　　　　  ・  ６カ月以内に撮影されたもの
　　　　　　　　　　　  ・  顔正面で無帽、無背景のもの

□　本籍地記載の住民票
　　　　　（名前・住所・本籍地に変更がある方のみ）
□　料金　（講習日までに振込んで下さい）

　操縦免許証は５年ごとの書き
換えが必要で、期間満了日の
１年前から更新手続きを行う
ことが出来ます。
　早く受講されても有効期間の
５年目は短くなりませんので
お早めにお手続き下さい。

＊ お知らせ ＊

ご記入
下さい

自署



受講生様　各位

船舶操縦免許証の更新・失効講習についての注意事項

①現有の「小型船舶操縦免許証」をご確認ください。

　・氏名、本籍地、現住所等の変更がある方は、「本籍地記載の住民票」が必要になります。

　・有効期限日の 1年前より更新手続きができます。

　　　※　早目に受講されても、有効期限の 5年間は短くなりません

　・有効期限の１ヶ月前までに更新講習の受講をお願いします。

　・定員に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

　・受付は先着順となりますので、定員に達し次第、締め切らせていただきます。

②注意事項

　・講習日の 10 日前までに、受講申込みを行って下さい。

　　　※郵送での申込みの方は、講習日の10日前までに書類が到着するようお送りください。

　・郵便局でのお振込みの場合、手数料はお客様負担となります。

　・郵便受付の際、後日こちらより連絡がない場合は受付完了となります。

　・再度、葉書等で講習のご案内は行っておりません。

　・講習終了後、船舶操縦免許証は回収させて頂きます。

　　　お仕事等の理由で講習当日、又は免許申請するまでに船舶操縦免許証が必要となり、

　　　講習終了後に返却を希望される方は、お申込みの際にお知らせください。

　　　新しい船舶操縦免許証は旧船舶操縦免許証と差し替えになります。

　・免許証紛失された方は運転免許証のコピー１枚が必要となりますので

　　お申込みの際にお知らせください。

　・作業の効率化、ペーパーレス化に伴い委任状を申込書と併用させていただきます。

③講習当日の注意事項

　・船舶操縦免許証持参してください。（お忘れないようお願いします。）

　・当日視力検査があります。

　　　　※視力 0.5 未満の方は、必ず眼鏡等を持参して下さい。

　・講習開始時間 30 分前より受付をしておりますので、お早めにご来場ください。

　・講習時間　　更新：約 1時間　　失効；約 2時間半です。

　上記の注意事項を確認した上、当事務所へお申込みお願い致します。

〒６４９－３５０３  　　　　　　　　　
和歌山県東牟婁郡串本町串本１８８４

和歌山東漁協協同組合２F

岡 本 海 事 事 務 所
海事代理士　岡本　将和
TEL　０７３５－６７－７５８５


